
　
１　総括
 （１） 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。
２　職員数は、平成22年4月1日現在の人数である。

（３） 特記事項
現在市長等の給与の特例に関する条例に基づき、平成26年3月31日までの間、減額措置を行っています。

（４） ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注） １ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

２　一般行政職給料表の状況（平成23年4月1日現在）

（注）　給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

給与費

6,102千円

住民基本台帳
人口（22年度末）

135,600円

243,700円

2級

15.4％

（参考）前年度
の人件費率

5級

289,200円

402,500円

6級

320,600円

16,496,188千円 286,903千円

歳出額
A

実質収支

424,600円

2,659,314千円 16.1％

人件費
B

人件費率
B/A

185,800円

一人当たり
給与費　B/A

1,080,486千円 145,359千円 397,373千円

261,900円

390,100円

江津市職員の給与・定員管理等について

１号給の給料月額

最高号給の給料月額

区分

22年度

区分

職員手当 期末・勤勉手当

266人

1級 3級

222,900円

356,400円

4級

計Ｂ

1,623,218千円

給料

309,200円

職員数
A

（参考）前年度
平均一人当たり

給与費

25,797人22年度

5,965千円

90

95

100

105

江津市
類似団体平均

全国市平均

（H18)

94.5

（H18)

95

（H18)

97.4

（H23）

98.8

（H23）

96.7

（H23）

98.8
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 （１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年4月1日現在）
　　　　１）一般行政職

　　　　２）技能労務職 ※人数が少ないため、個人情報保護に配慮し掲載していません。

（注）

（２） 職員の初任給の状況（平成23年4月1日現在）

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年4月1日現在）

４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1） 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年4月1日現在）

（注） １　江津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

平 均 年 齢

大学卒

区分

361,380円

区分

一般行政職 大学卒

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

１　「平均給料月額」とは、平成23年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含
まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

類似団体

39人

33人

18％

15.2％

87人

5人 2.3％

40.1％

44人 20.3％

区分 江津市 島根県

経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

技能労務職 -

高校卒

高校卒

国

一般行政職

319,250円

262,100円

江津市

島根県

構成比

140,100円

172,200円

主事、技師

263,629円

218,400円

9人 4.1％

標準的な職務内容

高校卒

職員数

４級

５級

区　　分 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

172,200円

140,100円

137,200円

172,200円

140,100円

146,700円

係長、総括主任

332,500円

-

384,184円

６級

課長補佐、主幹

部長、参事、課長、主査、会計管理者

１級

２級

３級

主任主事、主任技師

主任

国

377,174円

350,056円

397,723円

351,717円

393,060円

387,844円

42.3歳

43.1歳

347,553円

323,665円

327,205円

325,607円

45.5歳

44.2歳

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成23年の構成比
１年前の構成比

５年前の構成比

1級 4.1%
1級 1.8% 1級 4.2%

2級 2.3%
2級 5.0% 2級 10.6%

3級 20.3% 3級 21.2%
3級 23.0%

4級 40.1% 4級 42.3% 4級 33.2%

5級 18.0% 5級 14.4% 5級 16.6%

6級 15.2% 6級 15.3% 6級 12.4%
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５　職員の手当の状況
（１） 期末手当・勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

・管理職加算 15～25％ ・管理職加算 15～25％

（注）　（  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（２） 退職手当（平成23年4月1日現在）

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2～30％加算） 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

 （３） 特殊勤務手当（平成23年4月1日現在）

 （４） 時間外勤務手当

勧奨・定年

41.34月分

59.28月分

59.28月分

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度決算）

支給実績（平成22年度決算）

1日につき150円

1日につき150円

1日につき150円～300円

1日に500円～2,000円

滞納処分従事手当

社会福祉事務従事手当

精神衛生従事手当

危険作業従事手当

感染症防疫作業従事手当

行旅病人救護作業従事手当

主な支給対象職員

徴収業務に従事する職員

社会福祉課に勤務する職員

社会福祉課に勤務する職員

清掃作業に従事する職員

感染症防疫作業に従事する職員

2.575月分 1.35月分

行旅病人救護作業に従事する職員

手当の名称

手当の種類（手当数）

21,367千円

感染症患者の救護等

行旅病人の救護等

59.28月分

勤続２０年

勤続２５年

１人当たり平均支給額　　　　

2.50月分 1.35月分

１人当たり平均支給額（平成22年度）

2.50月分

勤続３５年

最高限度額 59.28月分

1日につき300円

1.35月分

1日につき150円

-
1,520千円

江津市 島根県

59,883千円

209千円

56,084千円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算）

支給実績（平成21年度決算）

193千円

護送看護等に従事

施設内危険作業に従事

30.55月分

市税等滞納処分に従事

指導面談業務に従事

支給実績（22年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度）

58千円

3,063円

9.4％

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

（ 1.35 （

30.55月分

41.34月分

59.28月分

0.70（0.6（ （ 1.35 ）月分 （ 0.7 ）月分

23.50月分

33.50月分

47.50月分

59.28月分

）月分1.45 ）月分）月分

自己都合 勧奨・定年

江津市 国

（支給率） 自己都合

）月分

1,469千円

国

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成22年度）

6

23.50月分

33.50月分

47.50月分

（支給率）

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額
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（５） その他の手当（平成23年4月1日現在）

６　特別職の報酬等の状況（平成23年4月1日現在）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注） １　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
２　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
　　勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

同じ

同じ

異なる

同じ

同じ

300,443円

208,669円

18千円

16,504千円

30,818千円

5,933円

通勤
手当

管理職
手当

期
末
手
当

退
職
手
当

給
料

報
酬

471,524円

140,080円

- 14,722千円

30,466千円-

交通用具使用
者の距離区分
が異なる

・参事級　41,000円

・課長級　33,000円

・特定期間（満16歳年度初めから満22歳
年度末）の子の加算　5,000円

住宅を借りて、12,000円を超える家賃を
支払っている者に対して27,000円を限度
に支給されます。

・交通機関利用者　

　最高支給限度額　55,000円

・交通用具使用者

-

手当名

扶養
手当

住居
手当

支給実績
（22年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度
との異動

議員

副議長

市長

副市長

議長

休日勤務
手当

休日勤務時間数×勤務時間1時間当た
りの給与額×135/100

区分

（参考） 類似団体における最高／最低額

-

14,760,000円

7,236,000円

給料月額等

・その他の扶養親族　6,500円

・配偶者のない職員の1人目　11,000円

（１期の手当額） （支給時期）（算定方式）

（22年度支給割合）

3.05月分

（22年度支給割合）

在職期間ごと

議員

市長

3.05月分

在職期間ごと

市長

副市長

議長

支給職員１人当たり
平均支給年額
（22年度決算）

738,000円×在職年数×500/100

603,000円×在職年数×300/100

259,000円

249,000円

扶養親族のある職員に支給されます。

・配偶者　13,000円

　2km～34km以上　4,500円～23,600円

通勤のため交通機関を使用又は交通用
具を利用する場合に支給されます。（た
だし、通勤距離が2km未満の場合を除き
ます。）

内容及び支給単価

・部長級　54,000円

副議長

副市長

備考

300,000円

-

230,000円

200,000円

180,000円

940,000円／

750,000円／

450,000円／

545,000円／

474,000円／

701,100円

738,000円

584,900円

603,000円

360,000円

-

318,000円

-
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７　職員数の状況
（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

（注） １　職員数は一般職に属する職員数で、教育長を含みます。
　　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2）年齢別職員構成の状況（平成23年4月1日現在）

（3）職員数の推移 （各年4月1日現在） （単位 ： 人 ・ ％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

290

32

322

248

38

30

0

240

36

0

0

31

0

主な増減理由

過去5年間の
増減数（率）

19年 20年 21年 22年 23年

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
　　部門

234

33

0

0

30

0

32

(▲ 6.43%)

(▲ 31.7%)

(▲ 10.0%)

(▲ 6.25%)

(▲ 100.00%)

▲ 16

▲ 13

0

▲ 29

▲ 2

▲ 322

＜参考＞

18年

249

41

238

教　育

一般行政

43歳 47歳

総合計

消　防 0 0

31人

233

28

0

261

公営企業等会計計

普通会計計

40歳

　　　　　　　　　　　年度
部門別

44人 33人 15人 32人 57人 50人

0

0

30

0

0

30

0

以上

～ ～

職員数 6人 6人 16人

計
未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 51歳 55歳 59歳

区　分

290人

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～36歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

[ 347 ]

30 30 0

[ 347 ] [ 0 ]

290 297 -7

0

9 9 0

水道　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

小　計

11 11

普
通
会
計
部
門

消防部門

その他 10 10 0

27 33 -6

計 233 234 -1

＜参考＞260 267 -7

議会 5 5

税務 15 15

土木 28 26 2

17 0

商工 9 7 2

農林水産 17

112.42人人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

対前年
増減数

94.86人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

（類似団体の人口1万人当たり職員数

小　計

病院

交通

下水道

100.79人

一
般
行
政
部
門

教育部門

平成23年 平成22年

＜参考＞

90.32人

72.43人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　

（類似団体の人口1万人当たり職員数

職員数

0

労働

0

総務 62 62

合　　計

0

民生 76 80 -4

衛生 21 22 -1

0

5

10

15

20

25

20
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|
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%

構成比
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８　公営企業職員の状況

　（1）　水道事業
  　 １）職員給与費の状況

ア　決算

（注） １　職員手当には退職給与金を含まない。
２　職員数は、平成22年4月1日現在の人数である。

２）職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成23年4月1日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

３）職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

（注）　（　  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　特殊勤務手当
平成19年10月水道事業に関する特殊勤務手当を全部廃止した。

ウ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

一人当たり
給与費　B/A

（参考）21年度
平均一人当たり

給与費

区分
純損益又は実

質収支
職員給与

497,598千円

１人当たり平均支給額（平成22年度）

1,472千円

（平成22年度支給割合）

期末手当

）月分 0.6

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ） 2,534千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ）

282千円

1,724千円

192千円

江津市

22年度

22年度

給料 職員手当 期末・勤勉手当

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

区分

江 津 市（水道事業） 356,276円

535,892円

506,916円

5,911千円

総費用に占める
職員給与費比

率

11.2％

（参考）21年度の
総費用に占める
職員給与比率

9.6％

計Ｂ

6,184千円9人 36,505千円 5,898千円 13,251千円

57,161千円 55,654千円

総費用

55,654千円

職員数
A

給与費

1,520千円

１人当たり平均支給額（22年度）

江 津 市（一般行政職） 518,896円344,431円

水 道 事 業 団体 平均

勤勉手当

2.575月分 1.35月分

（ 1.45 ）月分 （ ）月分

（平成22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.575月分 1.35月分

（ 1.45 ）月分 （ 0.6

江 津 市（水道事業者）

362,100円

45.5歳

45.6歳

43.8歳
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エ　その他の手当（平成23年4月1日現在）  

同じ

・参事級　41,000円

・課長級　33,000円

通勤
手当

通勤のため交通機関を使用又は交通用
具を利用する場合に支給されます。（た
だし、通勤距離が2km未満の場合を除き
ます。）

異なる

・交通機関利用者　

　最高支給限度額　55,000円

・交通用具使用者

　2km～34km以上　4,500円～23,600円

国の制度と
異なる内容

支給実績
（22年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（22年度決算）

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異動

- 1,425千円 237,500円扶養
手当

扶養親族のある職員に支給されます。 同じ

・配偶者　13,000円

・その他の扶養親族　6,500円

・配偶者のない職員の1人目　11,000円

・特定期間（満16歳年度初めから満22歳
年度末）の子の加算　5,000円

294,000円

交通用具使用
者の距離区分
が異なる

957千円 136,714円

- 394千円 394,020円管理職
手当

・部長級　54,000円

- 588千円住居
手当 住宅を借りて、12,000円を超える家賃を

支払っている者に対して27,000円を限度
に支給されます。

同じ
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